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第 13538号
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別記様式第 1号 (第 1条関係)

氏 名 等 表 示 票

考備

１

２

３

この様式は、特定金属くず買受業を営む者が営業所に表示する氏名等の様式 とする。

文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は自色 とする.

用紙の大きさは、日本産業規格A4とする(,

特定金属くず買受業

開始届出書を提出した

公安委員会

熊本県公安委員会

届 出 番 号 等 第
;コ
フラ・

氏 名 又 は 名 称

営業所の名称
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別記様式第2号 (第 2条関係 )

熊  第 工
=●

年  月  日

熊本県公安委員会 殿

11 1 、:.1

行 政 処 分 上 申 書

次のとお り行政処分を必要とする事業が判明したので上申する。

被

処

分

者

本     籍
(法 人 の 名 称 )

住      所
法 人の (所 在地 )

営 業 所 の 名 称

営業所 の所在地

氏名・ 生年 月 日

(法 人の代表者 ) 年  月  日生

特定金属くず買受業

開  始  属  出
年   月   日

年   月   日

届 出書 を提 出 した

公 安 委 員 会
公安委員会

届 出 書 の

届 出 番 号 等
号

前 科 、 行 政 処 分

の 有 無 及 び 行 状
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上 中 の 理 由

処 分 に対 す る意 見

参 考 事 項

(送 致、刑 事処分

の 意 見 な ど )
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別記様式第 3号 (第 2条関係)

熊本県公安委員会達第 号

指 一不

住      所
名 称 又 は 氏 名

(法人にあつては

その代表者の氏名 )

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 〈令和 7年法律第 75号)第 11条
の規定により、次のとおり指示する。

指示事項

理  由

年・  月   日

熊本県公安委員会 日

教 示 事 項

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して
3か月以内に、熊本県公安委員会に対して審査請求をすることができます (なお、

処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内であっても、処分の日の翌日

から起算して 1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 )。

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内
に、熊本県を被告として(訴訟において熊本県を代表する者は熊本県公安委員会と

なります。)提起することができます (なお、処分の通知を受けた日の翌日から起算

して 6か月以内であつても、処分の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、処分の通知を受け

た自の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴

えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の露日から起算して6か月以内

に提起しなければならないこととされています。
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別記様式第 4号 (第 2条関係 )

熊本県公安委員会達第 号

営 業 停 止 命 令 書

住      所
名 称 又 は 氏 名

(法人にあっては

その代表者の氏名 )

殿

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 (令和 7年法律第 75号)第 12条
の規定により、次のとおり特定金属くず買受業の停止を命ずる。

停上の絶圏

年

年

月

月

日から

日まで F」 問

理  由

年  月  日

熊本県公安委員会  巨|

1

`,

教 示 事 項

この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して

3か月以内に、熊本県公安委員会に対して審査請求をすることができます (なお、

処分の通知を受けた日の翌日から起算 して 3か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算 して 1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 )。

この処分の取消 しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算 して 6か月以

内に、熊本県を被告としてて訴鉛において熊本県を代表する者は熊本県公安委員会

となります。)経起することができます (なお、処分の通知を受けた日の翌日から

逮算 して 6か月以内であつても、処分の日の翌日から起算 して 1年を経過すると

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、処分の通知

を受けた日の翌日から起算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取

消 しの舞えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して

6か月以内に提起しなければならないこととされています。

停止の期間
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号:記1様式第 5号 (第 2条関係)

行 政 処 分 台 帳

被 処 分 者 の

氏 名 又は 名称

属出書を提出した年月日

・層出書の届出番号等

処分理由 処分年月日 備考
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別記様式策 6号 (第 3条関係〉

報 告 ・ 資 料 提 出 要 求 書

熊本県公安委員会達第

年 月

住      所

名 称 又 は 氏 名

(法人にあつては、

その代表者の氏名 )

段

熊本県公安委員会

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 (令和 7年法律第 75号)第 13条

第 1項の規定により、報告・資料の提出を要求する。

要 求 事 項

要 求 理 由

報 告 ・ 資 料

提 出 期 限
年  月  日

報 告

提

ヽ 資 料

出  先

号

日

教 示 事 項
1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して 3か
月以内に、熊本県公安委員会に対して審査請求をすることができます (なお、処分の

通知を受けた日の翌日から起算して 3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算
して 1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、
熊本県を被告として く訴訟において熊本県を代表する者は熊本県公安委員会となりま
す。)提起することができます (なお、処分の通知を受けた日の攣日から起算して6か
月以内であっても、処分の日の翌日から起算 して 1年を経過すると処分の政消 しの訴
えを提起することができなくなります。)`,ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起

算して 3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求
に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算 して 6か月以内に提起 しなければなら
ないこととされています.


